
○南アルプス市建設工事総合評価落札方式試行要領 

平成２０年３月１１日 

告示第２４号 

改正 平成２１年３月２５日告示第３８号 

平成３０年１２月１８日告示第１７６号 

平成３１年３月２２日告示第８１号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０の２（政

令第１６７条の１２第４項及び第１６７条の１３において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申

込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価落札方式」という。）を試行

的に実施する場合の方法について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式により入札を行う工事（以下「対象工事」という。）は、

一般競争入札及び指名競争入札に該当する工事で、次のいずれかに該当するもの

から選定するものとする。 

（１） 公共工事の品質を確保するため、入札参加者の施工能力、社会性等と入

札価格を総合的に評価することが妥当であると認められる工事 

（２） その他総合評価落札方式によることが適当であると認められる工事 

（総合評価落札方式の選定） 

第３条 総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、当該工事の規模、

難易度及び特性等に応じて、次のいずれかの方式により行うものとする。ただし、

予定価格１億円以上の工事又は予定価格１億円未満で施工計画等についての工夫

の技術提案を求める工事については簡易型によるものとする。 

（１） 特別簡易型 技術的工夫の余地が小さい一般的かつ小規模な工事で、施

工実績、技術的能力、配置予定技術者及び入札価格を総合的に評価するもの 

（２） 簡易型 技術的工夫の余地が小さい一般的な工事について、前号に掲げ

る事項のほか施工計画等についての工夫を技術提案として求めるもの 

（総合評価の方法） 

第４条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別に定める「落札者決

定基準」によるものとする。 

（建設工事技術審査会） 

第５条 総合評価落札方式による入札執行の事務について審査をするため、南アル



プス市建設工事技術審査会（以下「技術審査会」という。）を置く。 

２ 技術審査会は、総務部長を会長とし、総務課長、工事検査監のほか会長が指名

する職員をもって構成する。 

３ 技術審査会は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 総合評価落札方式により入札を行うことの適否 

（２） 総合評価落札方式による落札者決定基準の審査 

（３） 入札参加者から提出される技術資料等に関する審査及び評価 

（４） その他総合評価落札方式による入札に必要な事項の審査 

（入札方法及び審査） 

第６条 市長は、総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、この告

示により行うものとし、あらかじめ実施対象工事の適否及び落札者決定基準につ

いては、技術審査会の審査を受けるものとする。 

（学識経験者の意見聴取） 

第７条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、政令第１６７条の１０

の２第４項の規定に基づき、あらかじめ学識経験を有する者２人以上の意見を聴

かなければならない。 

２ 市長は、政令第１６７条の１０の２第５項の規定に基づき、前項の意見聴取時

に落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると意見が述べら

れた場合は、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験を有する者

２人以上から総合評価落札方式に係る落札者の決定について（様式第１号）によ

り意見を聴かなければならない。 

３ 前２項の学識経験を有する者の意見聴取は、当分の間、山梨県が設置する山梨

県総合評価委員会（以下「評価委員会」という。）に対し、総合評価落札方式に

よる発注方法について（様式第２号）により行うものとする。 

（実施対象工事の適否及び落札者決定基準） 

第８条 市長は、実施対象工事の適否及び落札者決定基準について、前条の意見を

聴いた後に決定するものとし、必要に応じて技術審査会の審査に付すことができ

る。 

（価格以外の評価結果） 

第９条 市長は、価格以外の評価値を算定後、技術審査会の審査に付するものとす

る。 

（落札予定者の決定方法） 

第１０条 落札予定者の決定は、次の各号の規定により行うものとする。 

（１） 入札参加者のうち、次のいずれの要件を満たす者を審査対象とするもの

とする。 



ア 価格以外の評価を行うために必要な資料を提出した者 

イ 入札書が無効でない者 

（２） 入札書の開札は、価格以外の評価値が決定した後に行うものとする。 

（３） 落札予定者は、総合評価値の最も高い者とする。ただし、総合評価値の

最も高い者が２者以上ある場合は、くじにより決定するものとする。 

（落札者の決定） 

第１１条 市長は、落札者を決定しようとするときは、技術審査会の審査に付して

決定するものとする。この場合において、第７条第２項の規定により評価委員会

の意見を聴く場合は、評価委員会の意見を聴いた後、技術審査会の審議に付して

決定するものとする。 

２ 前項により落札者が決定したときは、その結果を閲覧等により公表するものと

する。 

（評価結果に対する疑義の照会） 

第１２条 入札参加者は、前条により公表された日から３日以内に、自らの評価値

について価格以外の評価に係る疑義について（照会）（様式第３号）により疑義

の照会をすることができる。 

２ 市長は、前項の照会があったときは、価格以外の評価に係る疑義に対する回答

（様式第４号）により回答するものとし、必要に応じて技術審査会の審査に付す

ものとする。 

３ 前項の規定において、価格以外の評価値を修正した場合は、修正した結果につ

いて閲覧等により公表するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第１３条 市長は、入札参加者に対し指名通知又は入札公告により次の事項を周知

するものとする。 

（１） 総合評価落札方式を採用していること。 

（２） 入札参加資格確認資料作成要領に定められたすべての様式を提出するこ

と。 

（３） 価格以外の評価値の評価項目及びその配点に関すること。 

（４） 落札者の決定方法に関すること。 

（５） 総合評価に関する審査結果が公表されること。 

（６） 価格以外の評価値について疑義の照会ができること。 

（資料の提出） 

第１４条 入札参加者は、前条第２号の資料を入札参加資格確認資料の提出時にす

べて提出しなければならない。 

（施工計画の保護） 



第１５条 施工計画の技術提案については非公表とし、技術提案の特定以外に提案

者に無断で使用しないものとするが、以後の工事において、その提案内容が一般

的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、

工業所有権等の排他的権利を有する場合については、この限りでない。 

（総合評価に係わる資料の作成費用） 

第１６条 入札参加者が総合評価に係わる資料の作成に要した一切の費用は、入札

参加者の負担とする。 

（価格以外の評価内容の履行の確保） 

第１７条 総合評価技術資料（入札参加資格確認資料作成要領に定める様式のうち

施工計画及び技術提案に関する資料をいう。）で提出した内容が履行できなかっ

た場合は、工事完成時の成績評定において減点するものとし、工事の適正な履行

の確保及び評価を行うものとする。 

２ 市長は、総合評価に関して提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為が

あったと認められるときは、契約の解除又は指名停止等の措置を講じることがで

きるものとする。 

（入札実施における特例） 

第１８条 この告示に基づき入札を実施しようとするときは、他の告示等の規定に

かかわらず、次のとおり実施するものとする。 

（１） 申請書及び資料は、指定された場所へ持参により提出すること。ただし、

やむを得ない事由により市長の承諾を得て別途提出する場合は、指名通知又は

入札公告に定められた受付期間及び受付場所に持参するものとし、郵便及び電

信等による送付によるものは受け付けない。 

（２） 南アルプス市低入札価格調査実施要領（平成１７年南アルプス市訓令第

１８号）の規定を適用する。 

（秘密の保持） 

第１９条 総合評価に関する審査結果を除き、この告示に基づき入札参加者から提

出された資料等は、公表しない。 

（その他） 

第２０条 この告示の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会において協議

し対応するものとし、必要に応じて評価委員会の意見を聴くものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２５日告示第３８号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月１８日告示第１７６号） 



この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日告示第８１号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第１２条関係） 

様式第４号（第１２条関係） 

 


